
民間あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可等に係る事務手続要綱 

 

平成３０年３月３０日２９福保子育第２９７７号 

           （改正）令和元年８月２８日３１福保子育第１３６１号 

（改正）令和２年５月１９日２福保子育第５６２号 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に

関する法律（平成２８年法律第１１０号。以下「法」という。）、民間あっせん機関に

よる養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令（平成２９年政令第

２９０号。以下「令」という。）、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る

児童の保護等に関する法律施行規則（平成２９年厚生労働省令第１２５号。以下「規

則」という。）、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うため

の指針（平成２９年厚生労働大臣告示第３４１号）及び民間あっせん機関による養子

縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第１２条の厚生労働大臣が

定める基準（平成２９年厚生労働大臣告示第３４２号）に基づく民間あっせん機関に

よる養子縁組あっせん事業について、その業務の円滑かつ適正な運営を確保するため、

民間あっせん機関の許可等に係る必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、第１条の各法令等に定めるところによる。 

 

（許可の根拠法令） 

第３条 民間あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可については、法第６条第１

項に基づき、東京都知事（以下「都知事」という。）が行うものとする。 

 

（許可申請） 

第４条 許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、法第６条第２項、第３項

及び規則第１条各項の規定に基づき、別紙１「提出書類一覧」に掲げる書類を都知事

に提出しなければならない。 

 

（審査基準） 

第５条 都知事が許可するために必要な審査基準は、法、規則、民間あっせん機関による

養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について（平成２９年

１１月２７日付子発１１２７第４号厚生労働省子ども家庭局長通知）第２のⅡの２の

（１）及び養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について（平成３０年３月９

日付子家発０３０９第１号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知。以下「課長通



知」という。）１の（１）に基づき、別紙２「養子縁組あっせん事業審査基準」に掲げ

る事項とする。 

２ 都知事は、前項に規定する審査基準に基づく審査において、申請者（申請者が法人の 

場合は、その役員）が、課長通知１の（１）の①から④までのいずれにも該当しないこ 

とを宣誓書（参考様式１）により確認した上で、暴力団員等該当性について、警察に対 

して照会書（参考様式２）により情報提供を求めることとする。 

 

（許可） 

第６条 都知事は、審査の結果、第４条に定める許可申請が第５条に定める審査基準に適

合していると認めるときは、許可をしなければならない。 

２ 都知事は、前項の規定に関わらず、申請者が法第８条に規定するいずれかに該当する 

場合は、許可をしてはならない。 

３ 都知事は、前項の規定に関し、申請者（申請者が法人の場合は、その役員）が法第８ 

条第３号から第５号までのいずれにも該当しないことを宣誓書（参考様式１）により確 

認した上で、当該申請者（申請者が法人の場合は、その役員）の本籍地の市町村に対し 

て、法第８条の規定により必要な照会である旨を添えて、刑罰証明書の交付について（参 

考様式３）により犯歴情報の照会を行うこととする。 

４ 都知事は、申請者（申請者が法人の場合は、その役員）が法第８条第５号に該当しな

いことを確認するため、前項の規定による確認に加え、必要に応じて申請者（申請者が

法人の場合は、その役員）の居住地等の道府県等に対して、照会書（参考様式４）によ

り、課長通知１の（５）に規定する事項について照会を行うなど、適宜確認を行うこと

とする。 

 

（許可証の交付） 

第７条 都知事は、第６条に定める許可をしたときは、規則第４条第１項に規定する養子

縁組あっせん事業許可証（様式第３号）を交付しなければならない。 

２ 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、 

速やかに、規則第４条第２項に規定する養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書（様 

式第４号）を都知事に提出しなければならない。 

３ 前項の規定により、養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書が提出されたときは、

都知事は、当該許可証を再交付しなければならない。 

 

（許可の更新） 

第８条 第６条の許可の有効期間は、法第１２条第１項に基づき、当該許可の日から起算

して３年間とする。 

２ 前項に規定する許可の有効期間（当該許可の有効期間についてこの項の規定により更 

新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間）の満了後引き続き当該 

許可に係る養子縁組あっせん事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けな 



ければならない。 

３ 都知事は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該

申請が第５条に定める審査基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の

更新をしなければならない。 

４ 第２項の規定によりその更新を受けた場合における第６条の許可の有効期間は、当該

更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して５年とする。 

５ 第４条の規定は、第２項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 

 

（変更の届出） 

第９条 民間あっせん機関は、法第６条第２項に掲げる事項（規則で定めるものを除く。）

に変更があったときは、遅滞なく、変更の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当し

ない場合にあっては、規則第５条第２項に規定する養子縁組あっせん事業変更届出書（様

式第５号）により、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、

規則第５条第２項に規定する養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事

業許可証書換申請書（様式第５号）によりその旨を都知事に届け出なければならない。

この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に

係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他規則で定める書類を添付し

なければならない。 

２ 都知事は、前項の規定により養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係る変更の

届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければなら

ない。 

３ 都知事は、第１項の規定による届出を受けた場合において、当該届出に係る事項が許

可証の記載事項に該当するときは、書換え後の許可証を交付しなければならない。 

４ 都知事は、前２項の規定による届出を受けたときは、必要に応じて適宜確認を行うこ

ととする。 

 

（廃止の届出） 

第１０条 民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止したときは、遅滞なく、規

則第６条第２項に規定する養子縁組あっせん事業廃止届出書（様式第６号）により、

その旨を都知事に届け出なければならない。 

 

（都知事への報告） 

第１１条 民間あっせん機関は、毎事業年度終了後２月以内に、養子縁組あっせん事業を

行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都知事に提出し

なければならない。 

２ 民間あっせん機関は、法第３２条第１項各号及び第２項に掲げる事由が生じたときは、 

当該各号に掲げる事項を、報告書（様式第８号）により都知事に報告しなければならな

い。 



 

（指導及び助言） 

第１２条 都知事は、法の施行に関し必要があると認めるときは、民間あっせん機関に対

し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（報告及び検査） 

第１３条 都知事は、法を施行するために必要な限度において、規則で定めるところによ

り、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 

２ 都知事は、法を施行するために必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機 

関の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件 

を検査させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする職員は、規則第１９条に規定するその身分を示す証

明書（様式第７号）を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉保健局少子社会対策部長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和元年９月１４日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成元年９月１４日から適用する。 

 


